
五木村広報誌

自 然 が 奏 で る 子 守 唄 の 里

五 木
い つ き

自然が奏でる子守唄の里

令和 ３ 年
2021. 7 月号

第９回 保・小・中・高
合同大運動会

令和２年７月豪雨より１年
防災



　５月１６日（日）に保・小・中・高合同大運動会が五木中学校

グラウンドで行われました。前日の雨により１日順延となり

ましたが、当日は天気に恵まれ、園児・児童・生徒全員が全力で

頑張る姿に会場は大いに盛り上がりました。
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Photoレポート

第９回
保・小・中・高合同大運動会
精神一到　〜助け合え 仲間たちと〜
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警
戒
レ
ベ
ル
と
住
民
が
と
る

べ
き
行
動

　

令
和
３
年
５
月
20
日
か
ら
警
戒

レ
ベ
ル
４【
避
難
指
示
】で
危
険
な

場
所
か
ら
全
員
避
難

（
避
難
勧
告
は
廃
止
で
す
）

　

平
成
31
年
３
月
よ
り
災
害
時
に

は
警
戒
レ
ベ
ル
を
付
け
て
避
難
情

報
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、「
避
難
を
し
な
か
っ

た
」、「
避
難
が
遅
れ
た
」こ
と
に
よ

る
被
災
や
避
難
行
動
中
の
被
災
、

高
齢
者
等
の
被
災
が
い
ま
だ
全
国

で
多
い
状
況
で
す
。
こ
の
こ
と
を

踏
ま
え
、国
で
は
災
害
対
策
基
本

法
が
改
正
さ
れ
、令
和
３
年
５
月

に「
避
難
情
報
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」が
公
表
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
中
で
、警
戒
レ
ベ
ル
４
の

中
に
あ
っ
た「
避
難
勧
告
」と「
避

難
指
示
」を「
避
難
指
示
」に
統
一

さ
れ
る
な
ど
、い
ち
早
く
確
実
な

避
難
行
動
が
と
れ
る
よ
う
、避
難

情
報
等
が
わ
か
り
や
す
い
名
称
へ

変
更
さ
れ
ま
し
た
。

　

警
戒
レ
ベ
ル
に
応
じ
た
避
難
情

報
が
発
令
さ
れ
た
ら
、地
域
の
皆

さ
ん
で
声
を
掛
け
合
っ
て
安
全
・

確
実
に
避
難
し
ま
し
ょ
う
。

　
人
吉・球
磨
を
は
じ
め
広
範

に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し

た
あ
の
豪
雨
災
害
か
ら
１
年

が
た
ち
ま
し
た
。

　

災
害
は
い
つ
ど
こ
で
発
生

す
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
わ

た
し
た
ち
の
身
を
守
る
の
は
、

ほ
か
の
誰
で
も
な
く
、自
分
自

身
で
す
。
今
一
度
、「
防
災
」に

つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

防災
〜令和２年７月豪雨より１年〜

警戒レベル 避難情報�
気象情報 住民がとるべき行動

警戒レベル５ 緊急安全確保 すでに災害が発生・切迫し、安全な避難ができない状況です。�
命を守るための最善の行動をとってください。

〜〈警戒レベル４までに必ず避難！〉〜
警戒レベル４ 避難指示 危険な場所から速やかに全員避難してください。

警戒レベル３ 高齢者等避難
避難に時間がかかる方（高齢者や障がい者など）は危険な場
所から避難をしてください。
その他の人は避難の準備をしましょう。

警戒レベル２
大雨・洪水・高潮�
注意報�

（気象庁が発表）
ハザードマップ等により、避難行動の確認をしましょう。

警戒レベル１ 早期注意報�
（気象庁が発表） 災害への心構えを高めましょう。

※警戒レベルは水害・土砂災害の場合に伝達します。（津波は対象外）
※【警戒レベル５】は必ず発令されるものではありません。
※身の危険を感じたら、避難情報が出ていなくても迷わず自発的に避難してください。
※�避難場所への移動がかえって危険となる場合には、安全な場所にある家族や知人の家、または、建物内の２階など、より
安全な場所へ避難しましょう。
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日
頃
の
備
え

備
蓄
は

ロ
ー
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
ク
で
！

　

家
庭
で
防
災
専
用
に
食
料
や
物

資
を
備
蓄
す
る
の
は
大
変
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
こ
で
、ロ
ー
リ
ン
グ

ス
ト
ッ
ク
！ 

日
頃
か
ら
使
用
し

て
い
る
も
の
な
ど
を「
い
つ
も
よ

り
多
く
購
入
し
て
お
く
」「
消
費
し

た
ら
そ
の
分
補
充
す
る
」な
ど
、備

蓄
を
日
常
生
活
に
取
り
入
れ
て
い

く
こ
と
で
、少
し
ず
つ
備
蓄
を
身

近
な
も
の
に
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

今
す
ぐ
で
き
る

お
家
の
地
震
対
策
！

　

事
前
に
対
策
を
し
て
お
く
と
、

少
し
で
も
被
害
を
減
ら
す
こ
と
が

で
き
ま
す
。
身
を
守
る
た
め
・
被

害
を
減
ら
す
た
め
に
対
策
を
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

・ 

自
宅
周
辺
に
ど
の
よ
う
な
災
害

危
険
性
が
あ
る
か
確
認
し
ま

し
ょ
う
。

・ 

地
震
と
水
害
、昼
と
夜
。
複
数
の

状
況
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
２：避
難
先
の
確
認

・ 

近
く
の
安
全
な
避
難
場
所
を
確

認
し
ま
し
ょ
う
。

・ 

地
震
や
洪
水
、い
ろ
い
ろ
な
災
害

を
想
定
し
て
避
難
先
を
確
認
し

ま
し
ょ
う
。

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
３：避
難
経
路
を
確
認

・ 

実
際
に
避
難
場
所
ま
で
歩
い
て

み
て
、安
全
な
避
難
経
路
を
事
前

に
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

・ 

避
難
経
路
沿
い
の
危
険
箇
所（
用

水
路
や
が
け
な
ど
）を
確
認
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

　

そ
の
他
詳
細
は
五
木
村
防
災

マ
ッ
プ
を
確
認
し
、災
害
に
対
す

る
備
え
を
家
族
で
話
し
合
っ
て
み

ま
し
ょ
う
。

□ 

家
具
、テ
レ
ビ
な
ど
は
金
具
や

粘
着
マ
ッ
ト
な
ど
で
固
定
し
、高

い
場
所
に
は
も
の
を
置
か
な
い
よ

う
に
す
る
。

□ 

窓
ガ
ラ
ス
や
食
器
棚
の
ガ
ラ

ス
な
ど
に
は
飛
散
防
止
フ
ィ
ル
ム

な
ど
を
貼
る
。

□ 

出
入
り
口
や
通
路
に
は
家
具

等
を
置
か
な
い
よ
う
に
す
る
。

□ 

照
明
器
具
は
揺
れ
で
落
ち
な

い
よ
う
に
、し
っ
か
り
固
定
す
る
。

　

い
つ
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
自

然
災
害
に
対
し
、私
た
ち
が
で
き

る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に
も

対
応
で
き
る
よ
う
に「
備
え
る
」こ

と
で
す
。

  

防
災
マ
ッ
プ
を
使
っ
て

  

確
認
し
ま
し
ょ
う

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
１：
自
宅
周
辺
の
危
険

性
の
確
認

・ 

防
災
マ
ッ
プ
で
自
宅
の
位
置
を

確
認
し
ま
し
ょ
う
。

非常持ち出し品の確認を！
食料品 貴重品 生活用品 女性用品

□ 飲料水 □ 財布（紙幣、硬貨） □ マスク □ 生理用品

□ 携帯食 □ 健康保険証 □ タオル・ハンカチ □ 化粧品

□ 非常食 □ 家や車の予備鍵 □ トイレットペーパー・ティッシュペーパー □ 鏡・ブラシ等

救急用品 □ 携帯電話・スマホ（充電器） □ 歯ブラシ・歯磨き粉 □ 女性用下着

□ ばんそうこう □ 運転免許証・パスポート □ 携帯ラジオ（予備電池等） 赤ちゃん用品

□ 常備薬・持病薬等 □ 印鑑・実印 □ 懐中電灯（予備電池等） □ 母子手帳

□ 処方箋の控え □ 通帳類コピー □ 携帯用トイレ □ 粉ミルク・哺乳瓶・離乳食

□ 消毒薬 衣　類 □ 使い捨てカイロ □ 洗浄綿・バスタオル

□ 包帯等 □ 下着類・上着 □ 缶切り・万能ナイフ □ 紙おむつ

□ 胃腸薬・風邪薬等 □ 防寒着・軍手 □ ライター 高齢者・障がい者用品

□ うがい薬 □ 雨具（レインコート） □ 筆記具 □ 介護用品

◆一次持ち出し品◆ 
避難するときに最初に持ち出すものです。男性で15キロ、女性で10キロ程度の重さを目安にしましょう。

※その他、ご自身で必要だと思うものを備えておきましょう。

□ めがね・入れ歯

□ 持病薬・補装具

□ おむつ等
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むらのできごと

　６月８日（火）五木東小学校「緑の少年団」活動の
一環で、どんぐりの苗づくりを体験しました。エコシ
ティー研究会・どんぐりの木代表の若城氏のお話しで
木の役割について学習し、熊本県立南稜高等学校総
合農業科のお兄さん・お姉さんと一緒にどんぐりの苗
を植えました。

　４月２１日（水）に五木東小学校、２４日（土）にいつ
き保育園でそれぞれ交通安全教室が開催されました。
園児・児童のみなさんは本物さながらの信号機を使っ
て交通ルールについてしっかり学習しました。
　また、人吉地区交通安全協会五木支部（会長：嶽坂
幸太郎）よりいつき保育園・五木東小学校・五木中学
校の園児・児童・生徒へ交通安全グッズの贈呈があり
ました。

協定を締結した木下五木村長（左）と北原五木郵便局長（右）

田口校長（五木東小学校）と嶽坂会長（交通安全協会）

この種が大きなどんぐりの木になるんだよ

競技中の黒木選手

　第５５回全日本高等学校馬術競技大会（団体の部）
に熊本県立南稜高等学校２年総合農業科・黒木樹里
選手（五木中出身）が出場します。
開催期間：令和３年７月１９日（月）〜２１日（水）
開催場所：静岡県御殿場市馬術・スポーツセンター

　５月１２日（水）、人吉市（華の荘）にて締結式が行わ
れました。
　これは、（１）安心・安全な暮らしの実現（２）地域経
済活性化（３）未来を担う子どもの育成（４）女性の活
躍促進（５）地方創生　それぞれの事項について連携
して取り組み、住民サービスのさらなる向上を目的と
するものです。
　「『村民参加の着実な産業と暮らし改革』によって目
指す『ひかり輝く五木村』」の実現に向け、五木村・五木
郵便局ともにこれからもみなさまのために邁進いたし
ます。

交通安全教室

五木村と日本郵便株式会社との
包括連携に関する協定締結式

五木東小学校「緑の少年団」

黒木樹里選手（五木中出身）
全国大会出場！
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　6月13日（日）、分館対抗グラウンドゴルフ大会
が五木源パークを会場に、4分館から14チーム（81
名）が参加して開催されました。前日までの悪天候
により大屋根広場での開催となりましたが、当日は
天候に恵まれ、みなさん和気あいあいとした雰囲気
で楽しまれ、ホールインワンが出ると、沢山の歓声
があがっていました。

〈結果〉
◆団体の部
　優勝　　東分館Ｂチーム
　準優勝　（銀杏）北分館
　　　　　Ｂチーム
　第３位　東分館Ａチーム

◆個人の部
　優勝　　土肥　オトイさん
　準優勝　續山　仁宏さん
　第３位　岡本　カヲルさん

　５月２５日（火）から五木東小学校でいきいきジュニ
アクラブが開始されました。
　今年も新型コロナウイルス対策を行いながら活動を
スタートしました。　また、子どもたちがスポーツに親
しみを持ち体力の向上と健康の保持増進に努め、心身
ともに健康な子どもの育成を目指して行っております。
　活動中は換気を行い、終わったら手洗いうがいを行
うことなどを徹底しながら子どもたちみんなで楽しく
活動しています。
　なお本年度の指導者は中村和長（教育審議員）、川
辺みゆき（スポーツ推進委員）、青木向日葵（社会体育
指導協力隊）が中心となります。

みんなで体力アップ!!
良かコースに行ったばい

「どんこ」の部
一等　松永　春芳　（八原）
二等　石川　清　（松尾野）

「こうしん」の部
一等　松永　春芳　（八原）
二等　中村　巧　（平沢津）

「こうこ」の部
一等　石川　清　（松尾野）
二等　中村　弘信　（瀬目）

いきいきジュニアクラブ開始 分館対抗グラウンドゴルフ大会

　４月２８日（水）に、役場大会議室にて、令和３年度五
木村乾しいたけ品評会が行われ、３部門に9名から１４
点の出品がありました。

　しいたけの大きさ、色、形などが４名の審査員の下、厳
しく審査されました。
　各部門の受賞者は以下のとおりです。

令和３年度　乾しいたけ品評会
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むらのできごと

　４月２３日（金）、五木源パーク大屋根広場におい
て、五木村老人クラブ連合会主催のグラウンドゴルフ
大会が開催されました。当日は、鶴亀老人クラブ４チー
ム、天狗岩老人クラブ３チーム、白滝老人クラブ２チー
ム、銀杏老人クラブ２チームの計１１チーム、５０名の
参加のもと、日頃の練習の成果を発揮された方、そう
でない方も、皆さん楽しく競技されていました。
　なお、大会結果は団体の部では鶴亀老人クラブＣ
チームが優勝、個人の部では岩崎巳智男さんが優勝さ
れました。

　４月２０日（火）に、先の大戦における戦没者の方々
に哀悼の誠を捧げるとともに、恒久平和への誓いを新
たにするため、五木村遺族会主催による戦没者追悼
式が頭地地区の慰霊塔前広場にて挙行されました。
今回は、新型コロナ感染予防対策として、午前中に時
間を区切って来賓・遺族による献花のみが行われ、戦
没者のご冥福を祈りました。

献花に来られたご遺族

優勝「鶴亀老人クラブＣチーム」
※左から犬童雅之さん、岩崎巳智男さん、北原束さん、川橋進さん

黒木淑子さん（中央）とご親族

五木村遺族会主催
「戦没者追悼式」が行われました

五木村老人クラブ連合会
グラウンドゴルフ大会

　宮園地区の黒木淑子さんが５月１日で満１００歳の誕
生日を迎えられました。
　黒木さんは現在、ご自宅で生活をしており、木下村長
より「満１００歳のお誕生日おめでとうございます。心
よりお祝い申し上げます。」と表彰を受けると黒木さんは
「ありがとうございます」と元気に感謝の意を述べられ
ました。
　若い頃、黒木さんは五木北小学校で３年間教員をさ
れ、戦時中は東京、終戦後は大阪の住友銀行で勤務、定

年をきっかけに地元に帰省されて現在に至ります。野菜
作りが趣味で、今でも「ネギ、タマネギ、ホウレン草、きゅう
りなど栽培しておりとても楽しい」とおっしゃられていま
した。健康の秘訣はと訊ねると「何でも食べる」「外に出
ること」。食事も自分で作っておられ、「煮込み料理など
の和食」が得意（好き）ということです。　　
　当日は、近くのご親族も来られてお祝いをされておられ
ました。趣味を楽しみつつ、いつまでもお元気でお過ご
しください。

百寿祝い　黒木淑子さん　満１００歳
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保健だより ７月号

“
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
”
に
つ
い
て
は
７
月
の
回
覧
を
ご
覧
く
だ
さ
い

乳幼児健診のお知らせ
期　日 受付時間（午後） 場所 対象者

7月2日㈮
8月6日㈮ 1：30〜2：00 保健センター 3・6・10ケ月、1歳2ケ月、

1歳6ケ月、3・4・5歳児

※対象者が少ないときは中止する場合があります。

お問い合わせ先：保健福祉課 TEL：37－2214　IP：2214

脳いきいき教室とは？…�お話やゲームで脳を鍛え、認知症予防のための教室です。６５歳以上の４人に１
人が認知症になるといわれる中、物忘れが気になる方におすすめです。

不安やストレスのお悩み、精神の病気かな？と心配な方や家族、気軽にご相談ください。

げんぞう会とは？…介護予防の体操や、保健師の健康相談を行います。一緒に楽しく体を動かしましょう♪

介 護 予 防 教 室

★脳いきいき教室の日程

★げんぞう会の日程

※参加対象：要介護認定されていない65歳以上の方

７　　　　　月 ８　　　　　月
場�所 三  浦 宮  園 頭  地 小  鶴 三  浦 宮  園 頭  地 小  鶴

期�日 6・27日
（火）

1・15日
（木）

13日
（火）

8・29日
（木）

10・31日
（火）

5・19日
（木）

3・17日
（火）

12・26日
（木）

時�間 受付：午前�9：30〜　　開始：午前10：00〜 受付：午前�9：30〜　　開始：午前10：00〜
場�所 下梶原 平沢津 瀬  目 平  瀬 下梶原 平沢津 瀬  目 平  瀬

期�日 6・27日
（火）

1・15日
（木）

13日
（火）

8・29日
（木）

10・31日
（火）

5・19日
（木）

3・17日
（火）

12・26日
（木）

受付：午後１時15分〜�　開始：午後１時45分〜 受付：午後１時15分〜　開始：午後１時45分〜

７　　　　　月 ８　　　　　月
期　日 ７日・１４日・２１日・２８日（水） ４日・１１日・１８日（水）
場　所 保健センター 宮園交流館 保健センター 宮園交流館

時　間
受付：午前　9：30 受付：午後　1：00 受付：午前　9：30 受付：午後　1：00
開始：午前�10：00 開始：午後　1：30 開始：午前�10：00 開始：午後　1：30

人吉保健所　精神保健相談 五木村　こころの健康相談
専門の医師が相談を受けます。 臨床心理士が相談を受けます。

【7月】７月� 8日（木）多良木町多目的研修センター
　　　��７月30日（金）
【8月】８月12日（木）　　人吉保健所　　　��８月27日（金）
完全予約制です。事前に保健所まで連絡してください。

相談内容：物忘れ、人間関係の悩みや病の対応等
【７月】７月３０日�（金）
【９月】９月１７日�（金）
◎相談内容の秘密は固く守られます。
◎希望があれば、ご自宅に伺うこともできます。

お問い合わせ先
人吉保健所保健予防課（TEL：２２－５２８９）

お問い合わせ先
保健福祉課（TEL：３７－２２１４　IＰ：２２１４）

こころの健康相談（相談無料）

Itsuki Village Public Relations   2021.79



保健だより ７月号

７
月
は
“
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
”
強
調
月
間
・
再
犯
防
止
啓
発
月
間
で
す

⑤ 熱中症を予防するための５つのポイント
１．暑さを避けましょう　　→　・エアコンを利用し、部屋の温度を調整。

・暑い日や時間帯の活動を避ける。
・帽子や日傘で日差しを避ける　・涼しい服装

２．こまめな水分補給　　　→　・水やスポーツドリンクをこまめに飲もう。
（お酒での水分補給は、脱水になるので×）

３．適宜マスクは外す　　　→　・屋外で周囲の人と距離（２m以上）があれば、マスクを外して。
４．日ごろからの健康管理　→　・日ごろの体温測定と健康チェック。
５．暑さに備えた体作り　　→　・毎日３０分程度、無理のない運動を。暑さ対策を忘れずに！

　５月から６月にかけ、６５歳以上の高齢者の新型コロナウイルス
ワクチンの集団接種を実施しました。引き続き、ワクチンを打った
後もマスクの着用や消毒などの感染予防を続けましょう！

＼暑さが厳しくなると危ない「熱中症」を知りましょう！／

《お問い合わせ先一覧》

新型コロナウイルス感染症について

「熱中症」

◎五木村のワクチンに関すること
コロナワクチンの接種（時期や接種の流れな
ど）に関する全般
☎ 37-2218　もしくは、37-2283
受付時間:8時30分〜17時30分（月〜金曜日のみ）

① 熱中症とは？
　暑いとき、人の体は汗をかいて体温を調整
します。気温が上がると、体温
調節がうまくできず、体の中の
水分や塩分が汗として出てい
くことで体のバランスが崩れ
て、具合が悪くなります。

◎ワクチン接種の医学的なこと
「接種後、症状があり、病院に行ったほうがよいか」
など→熊本県ワクチンに関する専門的相談窓口
☎ 096-285-5622
受付時間:8時30分〜17時30分（土日祝日含む）

② 熱中症の原因
・気温、湿度が高い
・日差しが強い
・エアコンや扇風機をつけず、閉め切った屋内
・水分をとっていない　・寝不足　・二日酔い
・暑さに体が慣れていない�など
※高齢者と子どもは、熱中症になりやすい！

◎「もしかすると、コロナウイルスかも？」と思ったら
①�まずは、身近な医療機関やかかりつけの医療機関に電話で相談してください。
②�かかりつけの医療機関がなく相談する医療機関がわからない場合
　 球磨地域受診・案内センター　☎ ０８０－２１０２－２６２０
　��熊本県受診・案内センター　　　�☎�０５７０－０９６－５６７
　��熊本県新型コロナウイルス感染症専用相談窓口　☎�０９６－３００－５９０９　（２４時間対応）

③ こんな症状があったら熱中症かも…
　��→頭痛、吐き気、ほてり、めまい、こむら返り、呼びかけに反応がない　など

④ 熱中症かなと思ったら：涼しい場所や日陰で、水分補給をする。
　��体の太い血管（首、脇、足の付け根）を冷たいもの（濡れたタオルなど）で冷やす。
　��→「水が飲めない」「動けなくなった」ときは、周りの人または救急車を呼びましょう。
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五木村議会議員一般選挙
～貴重な政治参加の機会です。積極的に投票しましょう！！～

投票日：令和３年７月２５日（日）

●投票所及び投票時間
投票区 投票所 投票時間

第 1 投 票 区 五木村保健福祉総合センター

午前7時〜午後6時

第 2 投 票 区 宮 園 憩 い の 家
第 3 投 票 区 西 地 区 集 会 室
第 4 投 票 区 南 地 区 集 会 室
第 5 投 票 区 三 浦 地 区 集 会 室
第 6 投 票 区 下 平 瀬 地 区多目的 施 設
第 7 投 票 区 下 梶 原 地 区 集 会 所 午前7時〜午後4時
第 8 投 票 区 山 口 地 区 集 会 所 午前7時〜午後5時
第 9 投 票 区 平 沢 津 体 育 館 午前7時〜午後4時

☆入場券を忘れたり、紛失した場合でも投票ができます。

●期日前投票
　投票日に仕事や出張・旅行などのため投票ができない場合、告示日の翌日から投票日前日
までの間に投票できる制度です。
　期　間：令和３年７月２１日（水）〜７月２４日（土）
　時　間：午前8時30分〜午後8時
　場　所：五木村役場

●不在者投票
　○名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会での不在者投票
　�　出張などで他の市区町村に滞在している場合に、滞在先の選挙管理委員会で投票ができま
す。投票用紙の請求や交付の手続きは郵便で行うため、日数がかかります。早めの手続きをお
願いします。
　○指定病院等での不在者投票
　�　熊本県選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した病院、老人ホーム等に入院又は入所
している方は、施設内で投票ができます。施設長等に申し出てください。
　○郵便等による不在者投票
　�　身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちのかたで、障がいの程度が該当する方、若しくは、
介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護５」をお持ちの方は郵便によって投票がで
きます。この制度の適用を受けるには、郵便投票証明書の交付申請が必要です。
　【郵便による投票用紙の請求ができる期間：投票日の4日前（７月21日）まで】

※不明な点は五木村選挙管理委員会（TEL：37－2211　IP：2211）までお問い合わせください。

明るい選挙キャラクター　めいすい君
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02

五木村職員採用試験の実施について

国民健康保険税の税率が変わります

令和３年度五木村職員採用試験（令和４年４月１日付採用）を次のとおり実施します。
１．試験職種及び採用予定人員等

２．受験資格
（１）年齢及び資格要件
【高等学校卒程度（一般事務）】
昭和６２年４月２日から平成１６年４月１日までに生まれた方

【資格免許職（保健師）】
昭和６２年４月２日以降に生まれた方で、保健師の資格を有する方（令和４年３月までに取得見込み
の方を含みます）

※�その他、日本国籍を有しない方（「保健師」の職種については、当該要件は、適用しません）、地方公務員法第
16条（欠格事項）に該当する方は受験できません。

３．試験の日時及び場所

４．受験手続
受付期間：令和３年７月２６日（月）から８月１３日（金）まで
（土曜日、日曜日及び祝休日を除く。受付時間は、午前８時３０分から午後５時まで。）

試験申込書は役場総務課で配布しています。また、役場ホームページでもダウンロードできます。

　国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるように、加入者の皆さまの税金などによ
り運営されています。
　本年度、税率の見直しを行ったところ、医療分は引き下げ、後期支援分と介護納付分については、引き上げとな
ります。
　加入者の皆さまには、今後とも、健康維持ならびに納税に対しご理解とご協力をお願いします。
　令和３年度　国民健康保険の税率は次のとおりです。

①医療給付分・・・・・・・・・国民健康保険の医療費等に充てるための税額
②後期高齢者支援金分・・・・７５歳未満の方が７５歳以上の方の医療制度を支援するための税額
③介護納付金分・・・・・・・・介護保険２号被保険者（４０歳から６４歳の方）が納める税額

区　　分 令和３年度税率 前年度との比較

①医療給付分
所得割 ７．６０％ ０．３０％引き下げ
均等割（１人当たり） １７，０００円 ６，０００円引き下げ
平等割（１世帯当たり） １１，０００円 ５，０００円引き下げ

②後期高齢者支援金分
所得割 ３．９０％ １．３０％引き上げ
均等割（１人当たり） ９，０００円 ２，０００円引き上げ
平等割（１世帯当たり） ６，０００円 １，０００円引き上げ

③介護納付金分
所得割 ３．６０％ ２．１０％引き上げ
均等割（１人当たり） １２，０００円 ５，０００円引き上げ
平等割（１世帯当たり） ６，０００円 ３，０００円引き上げ

住民税務課　TEL：37－2213　（IP：2214）お問い合わせ先

区　分 職　種 採用予定数 勤務先及び職務内容
高等学校卒程度 一般事務 １人程度 村長部局又は教育委員会等に勤務し、一般事務に従事
資格免許職 保健師 １人程度 村長部局に勤務し、保健業務に従事

試　験 日　　　時 試験会場

第１次試験
令和３年９月１９日（日）
●一般事務（高卒程度）：午前　８時３０分集合
●保健師（資格免許職）：午前１１時１５分集合

五木村役場

第２次試験 令和３年１０月下旬予定
※別途第１次合格者に通知します。 五木村役場

総務課　TEL：37－2211　（IP：2211）お問い合わせ先
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　説明会では検診の受診希望調査票の回収や、国民健康保険証及び後期高齢者医療保険証の交付
などを行いますので印鑑をご持参ください。説明会の日程は下記のとおりです。

《新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのご協力のお願い》
・自宅で検温していただき、体調不良の場合は参加をお控えください。
・説明会中はマスクの着用をお願いします。
・室内に入られる際は手指の消毒をお願いします。（アルコール消毒液を準備します。）
・少ない人数でお越しいただき、人との間隔はできるだけ空けてください。
※説明会中は密閉を避けるため、定期的に換気を行います。
※頭地地区は２回に分けて実施します。

期　　日 時　間 場　　所 対　象　地　区
7月  6日（火） 午前9時半 下梶原集会所 下梶原

7月12日（月）

午前10時 八重集会所 八重

午後7時
宮園交流館（３階） 宮園・松尾野
宮園憩いの家 平野・西谷
栗鶴集会所 栗鶴・鶴

7月13日（火）

午後2時半 平沢津体育館 平沢津

午後7時
保健センター 頭地・掛橋（１班～４班）
竹の川集会所 竹の川
高野公会堂 高野・土会平・元井谷

7月14日（水）

午前9時 入鴨集会所 入鴨
午前10時 梶原集会所 梶原
午前11時 三浦地区集会室 吐合・小原
午後2時 瀬目集会所 瀬目
午後3時 葛の八重集会所 葛の八重・宮目木
午後4時 大平集会所 大平・野々脇・宮目木

午後7時
白水集会所 白水
保健センター 頭地・掛橋（５班～７班）
白岩戸集会所 白岩戸

7月15日（木）

※中村、出ル羽、
内谷、山口地区
でご都合の悪い
方は「西地区集
会室」にお越し
ください。

午前9時半 中村集会所 中村
午前11時 下平瀬地区多目的施設 上平瀬・下平瀬
午後2時 出ル羽集会所 出ル羽
午後2時 内谷日当集会所 内谷（日当・日添）
午後3時 山口集会所 山口

午後7時
西地区集会室 小鶴・端海野
下谷集会所 下谷・三方谷
九折瀬集会所 九折瀬・八原

Itsuki VillageNews

03 令和３年度保健福祉課事業説明会及び保険証交付日程表

 保健福祉課　TEL：37－2214　（IP：2214）お問い合わせ先
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■現在「限度額適用・標準負担額減額認定証」（水色）・「限度額適用認定証」（桃色）をお持ちの方
　令和３年７月３１日で有効期限が切れます。新しい「限度額適用･標準負担額減額認定証」（黄
色）または「限度額適用認定証」（桃色）は８月１日からご使用ください。

■新しく申請が必要な方
　所得区分が区分Ⅰ・Ⅱの方および現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方で、「限度額適用・標準負担額減額認
定証」（以下「減額証」という）または「限度額適用認定証」（以下「限度証」という）をお持ちでない方
は、外来および入院で受診される際に利用できますので、保健福祉課の窓口に申請してください。
　【申請に必要なもの】　後期高齢者医療被保険者証、本人確認書類

◎�入院時の食事代について、療養病床に入院する場合は金額が異なりますので、入院時に医療機
関にお尋ねください。

（※1）�過去12か月以内に外来＋入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、〈〉内の金額となります。
（※2）区分Ⅱとは、世帯の全員が住民税非課税の方（区分Ⅰ以外の方）。
（※3）区分Ⅰとは、世帯の全員が住民税非課税かつ、世帯全員の所得が0円の方。
　　��（年金の所得控除額を80万円、給与所得がある場合は給与所得金額から10万円を控除して計算）。
（※4）�過去12か月以内の入院日数が90日を超えた場合は、長期入院の申請により食事代が160円になります。

■入院・外来時の自己負担限度額および入院時の食事代
負
担
割
合

所得区分 外来＋入院
（世帯単位）

入院時の食事代
（１食当たり）

「減額証」
「限度証」
発行の有無

外来
（個人単位）

３
割

現役並み所得者Ⅲ
(住民税課税所得
690万円以上の方)

252,600円＋
（総医療費-842,000円）×1%
〈4回目以降140,100円〉（※1）

460円
指定難病患者の方などは
260円の場合もあります

発行なし
申請不要

現役並み所得者Ⅱ
(住民税課税所得
380万円以上の方)

167,400円＋
（総医療費-558,000円）×1%
〈4回目以降93,000円〉（※1）

発行あり
申請が必要

現役並み所得者Ⅰ
(住民税課税所得
145万円以上の方)

80,100円＋
（総医療費-267,000円）×1%
〈4回目以降44,400円〉（※1）

発行あり
申請が必要

１
割

一　般
18,000円

(年間上限14.4
万円)

57,600円
発行なし
申請不要4回目以降

�44,400円（※1）

区分Ⅱ（※2） 8,000円 24,600円

過去12か月で
90日までの入院
210円 発行あり

申請が必要過去12か月で
91日目からの入院
160円（※4）

区分Ⅰ(※3） 8,000円 15,000円 100円 発行あり
申請が必要

 保健福祉課　TEL：37－2214　（IP：2214）お問い合わせ先

Itsuki VillageNews

04
「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」および
「後期高齢者医療限度額適用認定証」の更新の手続き等のお知らせ
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※�新しい保険証の裏面に臓器提供の意思表示欄がありますので、臓器提供の意思表示をする際
は、ボールペンで記入してください。なお、個人情報保護のためのシールを担当窓口に用意して
おりますので、詳しくは保健福祉課へお問合せください。

〜令和3年3月・4月診療分〜

　新型コロナウイルスの影響により、医療機関への血液の安定
供給に大変苦慮しているところです。本年も下記の日程で献血が
行われますので、皆様のご協力をよろしくお願いします。
◆期　　日／令和３年９月７日（火）
◆場　　所／五木村保健福祉総合センター
◆受付時間／午後２時〜午後４時

 保健福祉課　TEL：37－2214　（IP：2214）お問い合わせ先

 保健福祉課　TEL：37－2214　（IP：2214）お問い合わせ先

 保健福祉課　TEL：37－2214　（IP：2214）お問い合わせ先

Itsuki VillageNews

05 「後期高齢者医療被保険者証（保険証）」の更新のお知らせ

Itsuki VillageNews

06 国民健康保険医療費の状況についてのお知らせ

Itsuki VillageNews

07 「献血」のお知らせ

３月 ４月
件数 保険者（五木村） 前月比 前月増減 件数 保険者（五木村） 前月比 前月増減

入　　院 5 3,616,180 円 ＋26.45％ 756,492 5 1,563,140 円 －56.77％ － 2,053,040
外　　来 257 2,941,872 円 ＋15.00％ 383,736 269 3,063,770 円 ＋4.14％ 121,898
調　　剤 102 866,829 円 ＋39.86％ 247,053 118 839,805 円 －3.12％ － 27,024

食事・生活療養費 − 116,425 円 －35.80％ － 64,915 − 112,100 円 －3.71％ － 4,325
その他療養費 4 7,894 円 ＋6.29％ 467 4 11,548 円 ＋46.29％ 3,654
合　　計 368 7,549,200 円 ＋21.25％ 1,322,833 396 5,590,363 円 －25.95％ － 1,958,837

国保被保険者数 １人あたり保険者負担額（月額） 前月比
３月 240 人 31,455 円 +22.26％
４月 252 人 22,184 円 −29.47％

　３月の医療費は前月に比べ増加しています。特に入院の増加が大きく、入院費の増減が医療費の
増減に直結しているような状態です。長期入院や複数回の手術とならないように、早期治療に努め
てください。
　これから、どんどん暑くなります。水分補給をして熱中症や脱水症状に注意してください。
　屋内でも冷房等を活用して、体調管理を行ってください。

後期高齢者医療の被保険者の方へ

　現在お持ちの保険証（水色）の有効期限は、令和３年７月３１日までとなっています。
　令和３年８月１日からは新しい保険証（黄色）をお使いください。
　新しい保険証（黄色）に記載してある一部負担金の割合は、令和３年度の市町村民税の課税所得
をもとに判定しています。
　なお、現在お持ちの保険証（水色）は、令和３年８月２日以降に、保健福祉課へお返しください。

【一部負担金の割合】
同一世帯の後期高齢者医療被保険者のうち、市町村民税の
課税所得が１４５万円以上ある方がいる世帯の被保険者 ⇨ 一部負担金の割合は

（病院等での窓口負担）３割

上記条件に該当しない世帯の被保険者 ⇨ 一部負担金の割合は
（病院等での窓口負担）１割

Itsuki Village Public Relations   2021.715
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08
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09

令和２年度ごみ搬出量のお知らせ

電動カートの貸し出しについて
利用対象者は、６５歳以上か、
下肢障がい３級以上で、
村内での移動に困っている方
歩行者と同じく右側走行で
運転免許は不要です

利用料は、月額２千円です
※利用開始から２ケ月間は料金無料です
　（利用料には、賠償責任保険と搭乗者傷害保険が
　含まれています）

令和２年度中に五木村から人吉・球磨クリーンプラザに搬出されたごみの量が確定しました。

可燃ごみは前年に比べ７．５５トン減少しました。
今後もごみ減量、資源ごみの分別にご協力をお願
いします。

不燃ごみは前年に比べ約２．７１トン増加しました。

資源ごみは前年に比べ約１．３トン増加しました。資
源ごみとして回収されるアルミ缶やスチール缶は、回
収後クリーンプラザが専門業者に売却し、施設の運
営費等に活用されます。今後も資源ごみの分別にご
協力をお願いします。

電動カートを使って　暮らしイキイキ　　行動範囲が広がります

可
燃
ご
み

年　度 搬出量（ｔ） 増　減

令和�元�年度 ２０４．７４ ―

令和�２�年度 １９７．１９ △７．５５トン

不
燃
ご
み

年　度 搬出量（ｔ） 増　減

令和�元�年度 １２．０３ ―

令和�２�年度 １４．７４ +２．７１トン

資
源
ご
み

年　度 搬出量（ｔ） 増　減

令和�元�年度 ４５．９４ ―

令和�２�年度 ４７．２４ ＋１．３トン

 保健福祉課　TEL：37－2214　（IP：2214）お問い合わせ先

 保健福祉課　TEL：37－2214　（IP：2214）お問い合わせ先
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※五木村高齢者補聴器購入費用助成事業実施要綱（一部抜粋）
目的
　聴力低下により日常生活を営むのに支障がある在宅の高齢者に対し、補聴器の購入に要した費
用を助成する

助成対象者
⑴　�村内に住所を有し、かつ住民基本台帳に記録されており、在宅である６５歳以上の者である

こと。
⑵　�身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定による聴覚障害の身

体障害者手帳の交付を受けていないこと。
⑶　村による基本チェック（審査）により、補聴器の使用が必要である場合。

助成の額等
⑴　助成の額は、費用の額と５０，０００円とのいずれか低い金額とする。（原則１台）
⑵　�医師により、補聴器が２台必要であることが証明されている場合は、合わせた費用の額と

１０万円とのいずれか低い金額とする。

※五木村特殊詐欺等被害防止対策機器購入費補助金交付要綱（一部抜粋）
目的
　高齢者に対する特殊詐欺等による被害を未然に防止する取組として、迷惑電話防止機能（※ 1）
を有する機器を購入する者に対し、補助金を交付する

補助対象者
⑴　五木村に住所を有し、設置使用する住宅に居住している者
⑵　�高齢者（※ 2）で単身世帯の者、高齢者のみで構成される世帯の者、日中、住居に高齢者の

みとなることが常態である世帯の者
⑶　申請時に村税の他、村に納める利用料等の滞納が無い者
⑷　その他、特に村長が必要と認めた者

補助金の額
⑴　�補助金の額は、電話機器の購入金額の２分の１の額とする。この場合において、当該２分の

１の額に 100 円未満の端数のあるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
⑵　前項の場合において、補助金の額は 7,000 円を限度額とする。

※ 1…�呼出音が鳴る前に、自動で通話内容を録音する旨のメッセージを流し、通話内容を録音す
る等

※ 2…年度内において満 65歳以上の者

Itsuki VillageNews

1 0 補聴器購入の助成について

Itsuki VillageNews

1 1 特殊詐欺等被害防止対策機器購入費補助金について

 保健福祉課　TEL：37－2214　（IP：2214）お問い合わせ先

 保健福祉課　TEL：37－2214　（IP：2214）お問い合わせ先
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　浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置であり、微生物が活
動しやすい環境を保つように維持管理を行い、適正な放流水質基準を確保する
ことが必要です。
　浄化槽の維持管理として、保守点検、清掃、法定検査が浄化槽法に定められ
ており、それぞれ定期的に実施することが義務付けられています。

★�浄化槽を設置されている方は、必ず保守点検や法定検査を受検ください。未受検者については、
10月から１２月にかけて全対象者へ通知発送及び一部対象者へ個別訪問をさせていただ
く場合があります。
★保守点検・清掃の記録は法定検査の際に必要にもなり、3年間保存する義務があります。

★�村が実施している設置補助事業（汲み取りまたは単独浄化槽から合併浄化槽への転換、
既存の合併浄化槽の老朽化や故障による新設が対象）もあります。建設課までご相談
ください。

～浄化槽の機能を十分に発揮させるためには、次のことが効果的です～
○台　所：�油は、油凝固剤や布、新聞紙などにしみ込ませ、燃えるゴミとして処理しましょう。
　　　　　三角コーナーには細かいネットをかぶせましょう。
○洗　濯：洗剤や漂白剤は、適量で使用しましょう。
○トイレ：紙おむつ、衛生用品、たばこの吸い殻をトイレに流さないようにしましょう。
○浄化槽：殺虫剤は使わないようにしましょう。
　　　　　ブロワの電源は留守中であっても絶対に切らないようにしましょう。

五木村浄化槽設置補助金（限度額）
５人槽：880,000 円 ／ ７人槽：1,020,000 円

【保守点検・清掃】　はと衛生社　　　　　TEL：23-2242　　
【定期検査】　　　　熊本県浄化槽協会　　TEL：096-284-3355
【浄化槽設置補助】　五木村役場　建設課　TEL：37-2017（IP：2247）

お問い合わせ先

Itsuki VillageNews

1 2浄化槽の維持管理と設置補助事業について
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1 3 八代年金事務所・年金出張相談（7・8月）

　日本年金機構の全国の年金事務所では、年金相談や年金請求手続きについて、

「事前予約」を行っています。お待たせ時間の少ない「予約相談」をぜひご利用く

ださい。

◆予約相談希望日の１か月前から前日まで受付しています。

◆�お申込みの際は、基礎年金番号のわかるもの（年金手帳や年金証書など）をご

用意ください。

　ご予約の方法は、全国共通の予約専用受付電話「０５７０－０５－４８９０」

または八代年金事務所お客様相談室へ電話・来訪時にお申込みください。

　年金機構では、全国の年金事務所、年金相談センターにおいて予約制による年

金相談を実施しています。従来、予約の申し込みは、電話や年金事務所の窓口な

どで受けていましたが、老齢年金のターンアラウンド請求書（緑色の封筒）が届

いた方を対象に、インターネットでの予約も開始しました。予約は、土日祝日を

含め、午前８時から午後１１時３０分となり、日本年金機構のホームページ内で

行えます。

※アドレス：https://www.nenkin.go.jp/section/guidance/yoyaku.html

　年金相談は予約制となっております。予約なしで来訪されると対応できない場合もありま

すので、必ず予約をしてください。

～年金相談・お手続きの際は、ぜひご予約を！～

～インターネットによる年金相談予約の開始～

場　所 人吉商工会議所　小会議室 錦町社会福祉協議会
（温泉センター） 多良木町役場

期日
７月 ��5日（月）・12日（月）19日（月）・

26日（月） 7日（水）・21日（水） 14日（水）・28日（水）

８月 ��2日（月）・16日（月）23日（月）・
30日（月） 4日（水）・18日（水） 11日（水）・25日（水）

相談時間 午前9時30分〜午後5時 午前９時〜午後５時
【予約先】　八代年金事務所　お客様相談室　☎ ０９６５－３５－６１２３　自動音声①→②
※その他不明な点は　五木村役場　住民税務課　☎�３７－２２１３　（IP：2214）　まで
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1 6
Itsuki VillageNews

1 5
地域おこし協力隊
着任のあいさつ

第71回 球磨郡民体育祭
競技日程

　6月より協力隊として移住定住業務に携わらせて
いただきます。
　先ずは私自身が村内のことを深く学び、魅力を沢
山発見した上で、外にどんどん発信していきたいと
思っています。皆さんに村のことや歴史、生活の知
恵等教えて頂ければ幸いです。
　色々な方にお話しをうかがう事もあるかと思いま
すが、よろしくお願いいたします。

阿
ア ベ

部　早
サ キ カ

加

Itsuki VillageNews

1 4令和２年度分村税等が完納となりました
　令和２年度は、皆さまのご理解とご協力により、次のとおり全ての村税及び各種料金等が完納
となりました。これは、皆さまにとって大変名誉なことであり、五木村民皆さまの、高い納付意識
によりもたらされた結果です。
　納付いただいた村税等は、村民の豊かで健康な暮らしにつながるよう各種行政サービス等の財
源となります。
　今後とも、村税等の役割について十分にご理解・ご協力をいただくとともに、令和３年度も完納
となりますよう皆さまのご協力をお願いします。
【徴収実績】臨戸徴収（１１件）、預貯金調査（１件）、預貯金差押え（１件）

・サッカー　７月４日㈰
・バスケットボール　７月４日㈰
・バドミントン（団体）７月４日㈰
　　　　　　　（個人）７月１１日㈰
・ソフトボール　７月１０日㈯・１１日㈰
・陸上競技　７月１１日㈰
・グラウンドゴルフ　１０月２６日㈫
・ゴルフ　１０月３０日㈯
・ゲートボール　未定
・水泳　中止
※�新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点より
延期又は中止となる場合があります。

※水道使用料には簡易水道、代替地上水道、代替地下水道、農業集落排水の各使用料が含まれます。
※収納額には現年度分、滞納繰越分、督促手数料（現年度分）、督促手数料（滞納繰越分）が含まれます。

【単位：千円】
村　税 収納額

村県民税 53,680
固定資産税 201,951
軽自動車税 5,133
国民健康保険税 17,336 使用料・利用料 収納額

公営住宅使用料 10,365
水道使用料 21,887
ケーブルテレビ利用料 4,936
インターネット利用料 6,813

保険料 収納額
介護保険料 28,864
後期高齢者医療保険料 13,499

村税に関すること　　住民税務課　TEL：37-2213 （IP：2214）
保険料に関すること　保健福祉課　TEL：37-2214 （IP：2214）
公営住宅・水道使用料に関すること
　　　　　　　　　　　　建設課　TEL：37-2017 （IP：2247）
ケーブルテレビ・インターネット利用料に関すること
　　　　　　　　　　　　総務課　TEL：37-2211 （IP：2211）

お問い合わせ先
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INFORMATION

“
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
”
に
つ
い
て
は
７
月
の
回
覧
を
ご
覧
く
だ
さ
い

　

令
和
３
年
度
の
狩
猟
免
許（
銃

器
・
わ
な
）の
試
験
及
び
講
習
会
が

下
記
の
日
程
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

狩
猟
免
許
に
か
か
る
費
用
に
対

し
て
は
、五
木
村
か
ら
２
／
３
の

補
助
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
ご
活
用

く
だ
さ
い
。

（
注
）�新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

状
況
に
よ
り
、会
場・日
程
等

変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、会
場
で
は
マ
ス
ク
着
用

（
各
自
準
備
）が
義
務
付
け

ら
れ
ま
す
。（
マ
ス
ク
無
し
で

は
入
室
で
き
ま
せ
ん
。）

▼
お
問
合
わ
せ
先

①
講
習
会　

熊
本
県
猟
友
会

☎
０
９
６-

３
６
５-

６
６
６
１

②
免
許
試
験

県
庁
自
然
保
護
課

☎
０
９
６-

３
３
３-

２
２
７
５

振
興
局
森
林
保
全
課

☎
２
４-

４
１
９
０

③
補
助
金
等

五
木
村
役
場
農
林
課

☎
３
７-

２
２
４
７

（
Ｉ
Ｐ
：
２
２
４
７
）

　

み
な
さ
ん
の
心
配
事
や
不
安
に

寄
り
添
い「
働
き
た
い
」と
い
う
気

持
ち
を
応
援
し
て
い
ま
す
。
無
料

に
て
実
施
し
て
い
ま
す
の
で
気
軽

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ご

覧
に
な
れ
ま
す
。

○
対
象
：
15
歳
か
ら
49
歳
ま
で
の

求
職
者
及
び
そ
の
家
族

○
費
用
：
無
料

○
そ
の
他
：
日
曜
・
月
曜
・
祝
日
は

定
休
日
で
す

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

感
染
防
止
の
た
め
、状
況
に
よ
っ

て
は
、来
所
時
の
マ
ス
ク
の
着
用
、

当
日
の
検
温
チ
ェ
ッ
ク
、氏
名
、連

絡
先
を
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。
ま

た
来
所
制
限
が
か
か
る
場
合
が
ご

ざ
い
ま
す
。
そ
の
場
合
は
お
電
話
、

ビ
デ
オ
通
話
に
て
ご
相
談
い
た
だ

け
ま
す
。

▼
お
問
合
わ
せ
先

若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

や
つ
し
ろ

☎
０
９
６
５-

３
７-

８
７
３
９

メ
ー
ル
：

w
a
k
a
sa
p
o
.y
a
tu
sh
iro
@

kirari-co.info

○
受
付
期
間

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

令
和
３
年
７
月
20
日
㈫
９
：
00
〜

令
和
３
年
７
月
29
日
㈭

【
受
信
有
効
】

次
に
掲
げ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申

込
専
用
ア
ド
レ
ス
に
ア
ク
セ
ス
の

上
、申
込
み
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

http://w
w
w
.jinji-shiken.

go.jp/juken.htm
l

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
が
で

き
な
い
特
段
の
状
況
に
あ
る
場
合

は
、出
入
国
在
留
管
理
庁　

福
岡

出
入
国
在
留
管
理
局
又
は
人
事
院

九
州
事
務
局
に
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

○
第
１
次
試
験
日
程

令
和
３
年
９
月
26
日
㈰

○
受
験
資
格

①
警
備
官

⑴
令
和
３
年
４
月
１
日
に
お
い
て

高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を

卒
業
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
５
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
及

び
令
和
４
年
３
月
ま
で
に
高
等
学

校
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
す

る
見
込
み
の
者

⑵
人
事
院
が
⑴
に
掲
げ
る
者
に
準

令
和
３
年
度

狩
猟
免
許
試
験
に
つ
い
て

 
お
知
ら
せ

働
く
こ
と
や
将
来
の
就
職
に
悩
み

を
抱
え
て
い
る
皆
さ
ん
と
そ
の
ご

家
族
の
方
へ

令
和
３
年
度　

入
国
警
備
官
募
集

回　数

令和３年度狩猟免許初心者講習会

第二種銃猟・わな 第一種銃猟
会　場

知識・技能講習 知識講習 技能講習

第３回 　７月１２日(月) 　７月１３日(火) 　７月２９日(木) 中小企業大学校人吉校

第４回 　８月１０日(火) 　８月１０日(火) 　８月２０日(金) 天草建設会館

第５回 １１月２２日(月) １１月２３日(火) １２月　３日(金) 熊本市流通情報会館

第６回 　１月１１日(火) 　１月１２日(水) 　１月２１日(金) 熊本市流通情報会館

回　数
令和３年度狩猟免許試験

試験日時 会　場 手続き締切日

第３回 　７月３１日(土) 中小企業大学校人吉校大教室 　７月１５日(木)

第４回 　８月２１日(土) 天草総合庁舎　大会議室 　８月　５日(木)

第５回 １２月　５日(日) 県庁本館　地下大会議室 １１月１９日(金)

第６回 　１月２３日(日) 県庁本館　地下大会議室 　１月　７日(金)
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７
月
は
“
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
”
強
調
月
間
・
再
犯
防
止
啓
発
月
間
で
す

ず
る
と
認
め
る
者

②
警
備
官（
社
会
人
）

昭
和
56
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま

れ
た
者（
右
記
①
の
⑴
に
規
定
す

る
期
間
が
経
過
し
た
者
及
び
人
事

院
が
当
該
者
に
準
ず
る
と
認
め
る

者
に
限
る
）

▼
お
問
合
わ
せ
先

福
岡
出
入
国
在
留
管
理
局

☎
０
９
２-

７
１
７-

５
４
２
０

１　

自
衛
官
候
補
生

⑴
受
験
資
格

　

18
歳
以
上
33
歳
未
満

⑵
受
付
期
間

　

令
和
３
年

　

７
月
１
日
㈬
〜
９
月
６
日
㈪

⑶
第
１
次
試
験

　

ア　

試
験
日

　
　
　

令
和
３
年
９
月
18
日
㈯

　

イ　

場
所

　
　
　

山
江
村
役
場
大
会
議
室

⑷
第
２
次
試
験

　
（
口
述
・
身
体
検
査
）

　

令
和
３
年
９
月
21
日
㈫
〜

　

28
日
㈫
の
い
ず
れ
か
１
日

２　

第
２
回
一
般
曹
候
補
生

⑴
受
験
資
格

　

18
歳
以
上
33
歳
未
満

⑵
受
付
期
間

　

令
和
３
年

　

７
月
１
日
㈬
〜
９
月
６
日
㈪

⑶
第
１
次
試
験

ア　

試
験
日

　
　

令
和
３
年
９
月
18
日
㈯

　
　

イ　

場
所

　
　

山
江
村
役
場
大
会
議
室

　
　

ウ　

合
格
発
表

　
　

令
和
３
年
10
月
４
日
㈪

⑷
第
２
次
試
験

　

令
和
３
年
10
月
９
日
㈯
〜

　

12
日
㈫
の
い
ず
れ
か
１
日

３　

航
空
学
生

　
　
（
海
上
及
び
航
空
）

⑴
受
験
資
格

　

18
歳
以
上
23
歳
未
満

⑵
受
付
期
間

　

令
和
３
年
７
月
１
日
㈬
〜

　

９
月
９
日
㈭

⑶
第
１
次
試
験

ア　

試
験
日

　
　

令
和
３
年

　
　

９
月
20
日
㈪
祝
日

イ　

場
所

　
　

熊
本
県
合
同
庁
舎
Ａ
・
Ｂ
棟

ウ　

合
格
発
表

　
　

令
和
３
年
10
月
８
日
㈮

４　

防
衛
大
学
校（
一
般
）

⑴
受
験
資
格

　

18
歳
以
上
21
歳
未
満

⑵
受
付
期
間

　

令
和
３
年

　

７
月
１
日
㈬
〜
10
月
27
日
㈭

⑶
第
１
次
試
験

ア　

試
験
日

　
　

令
和
３
年

　

11
月
６
日
㈯
及
び
７
日
㈰

イ　

場
所
：
調
整
中

ウ　

合
格
発
表

　
　

令
和
３
年
11
月
24
日
㈬

５　

防
衛
医
科
大
学
校（
医
学
科
）

⑴
受
験
資
格

　

18
歳
以
上
21
歳
未
満

⑵
受
付
期
間

　

令
和
３
年

　

７
月
１
日
㈬
〜
10
月
13
日
㈬

⑶
第
１
次
試
験

ア　

試
験
日

　
　

令
和
３
年
10
月
23
日
㈯

イ　

場
所

　
　

熊
本
県
合
同
庁
舎
Ａ
・
Ｂ
棟

ウ　

合
格
発
表

　
　

令
和
３
年
12
月
２
日
㈭

６　

防
衛
医
科
大
学
校（
看
護
科
）

⑴
受
験
資
格

　

18
歳
以
上
21
歳
未
満

⑵
受
付
期
間

　

令
和
３
年

　

７
月
１
日
㈬
〜
10
月
６
日
㈬

⑶
第
１
次
試
験

ア　

試
験
日

　
　

令
和
３
年
10
月
16
日
㈯

イ　

場
所

　
　

熊
本
県
合
同
庁
舎
Ａ
・
Ｂ
棟

ウ　

合
格
発
表

　
　

令
和
３
年
11
月
12
日
㈮

７　

第
２
回
予
備
自
衛
官
補

⑴
受
験
資
格

ア　

一
般

　
　

18
歳
以
上
34
歳
未
満

イ　

技
能

　
　

18
歳
以
上

　
　
（
技
能
区
分
に
よ
る
。）

⑵
受
付
期
間

　

令
和
３
年

　

７
月
１
日
㈬
〜
９
月
17
日
㈮

⑶
第
１
次
試
験

ア　

試
験
日

　
（
ア
）一
般

　
　
　

令
和
３
年
10
月
９
日
㈯

　
（
イ
）技
能

　
　
　

令
和
３
年
10
月
３
日
㈰

イ　

場
所

　
　

健
軍
駐
屯
地

ウ　

合
格
発
表

　
　

令
和
３
年
11
月
５
日
㈮

▼
各
種
自
衛
官
募
集
の

　

お
問
合
わ
せ
先

自
衛
隊
熊
本
地
方
協
力
本
部

人
吉
地
域
事
務
所

〒
８
６
８-

０
０
０
８

人
吉
市
中
青
井
町
３
２
０-

１
３

☎
２
２-

４
７
０
４

Ｆ
Ａ
Ｘ
２
２-

４
７
０
４

○
試
験
日

第
１
次
試
験

令
和
３
年
９
月
19
日
㈰

○
受
付
期
間

令
和
３
年

７
月
26
日
㈰
〜
８
月
13
日
㈮

【
土
・
日
・
祝
を
除
く
】

▼
お
問
合
わ
せ
先

人
吉
球
磨
広
域
行
政
組
合
総
務
課

☎
２
３-

３
０
８
０

Ｕ
Ｒ
Ｌ

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.

hitoyoshikum
a.com

/

※
採
用
試
験
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

予
防
の
観
点
か
ら
、日
程
等
変
更

す
る
場
合
も
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

自
衛
官
等
の
募
集
期
間
に
つ
い
て

放
送
大
学　

入
学
生
募
集

令
和
３
年
度
人
吉
球
磨
広
域
行
政

組
合
の
採
用
試
験
実
施
に
つ
い
て
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INFORMATION

“
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
”
に
つ
い
て
は
７
月
の
回
覧
を
ご
覧
く
だ
さ
い

　

放
送
大
学
は
、10
月
入
学
生
を

募
集
し
て
い
ま
す
。

　

学
力
試
験
は
な
く
、書
類
に
よ

る
選
考
の
み
で
入
学
で
き
ま
す
。

　

心
理
学
・
福
祉
・
経
済
・
歴
史
・

文
学
・
情
報
・
自
然
科
学
な
ど
、約

３
０
０
の
幅
広
い
授
業
科
目
が
あ

り
、１
科
目
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

卒
業
す
れ
ば
学
士
の
学
位
を
取

得
で
き
ま
す
。

▼
資
料
を
無
料
で
差
し
上
げ
て

い
ま
す
。
お
気
軽
に
放
送
大
学

熊
本
学
習
セ
ン
タ
ー（
☎
０
９
６

-

３
４
１-

０
８
６
０
）ま
で
ご
請

求
下
さ
い
。

　

出
願
期
間
は
、第
１
回
は
８
月

31
日
ま
で
、第
２
回
は
９
月
14
日

ま
で

　
（
公
財
）交
通
遺
児
育
英
会
の
奨

学
生
募
集
に
は
、進
学
前
に
奨
学

金
の
貸
与
を
予
約
す
る
予
約
募
集

と
、進
学
後
に
申
し
込
む
在
学
募

集
が
あ
り
ま
す
。

⑴
す
べ
て
の
奨
学
生
に
共
通
の
応

募
資
格

　

保
護
者
等
が
自
動
車
や
バ
イ
ク

の
事
故
な
ど
、道
路
に
お
け
る
交

通
事
故
で
死
亡
し
た
り
、重
い
後

遺
障
害
の
た
め
に
働
け
ず
、経
済

的
に
修
学
が
困
難
な
生
徒
・
学
生

で
あ
る
こ
と
。
応
募
者
が
生
ま
れ

る
前
に
保
護
者
が
後
遺
障
害
と

な
っ
た
場
合
も
含
み
ま
す
。（
申

込
時
25
歳
ま
で
の
人
）

※
本
会
の
規
定
す
る
後
遺
障
害
と

は
、自
動
車
損
害
賠
償
法
施
行
令

別
表
第
１
及
び
別
表
第
２
の
第
１

級
か
ら
第
７
級
ま
で
の
障
害
、又

は
、身
体
障
害
者
福
祉
法
の
第
１

級
か
ら
第
４
級
ま
で
の
障
害
で
す
。

⑵
学
校
別
応
募
資
格
等

①
高
等
学
校
・
高
等
専
門
学
校
奨

学
生

応
募
資
格
：
在
学
応
募
：
現
在
、高

校
・
高
専
に
在
学
し
て
い
る
生
徒
。

予
約
応
募
：
令
和
４
年
４
月
に
高

校
・
高
専
に
進
学
予
定
の
中
学
３

年
生
。

募
集
期
限
：
在
学
募
集

令
和
４
年
１
月
31
日

第
１
次
予
約
募
集

令
和
３
年
８
月
31
日

第
２
次
予
約
募
集

令
和
４
年
１
月
31
日

②
大
学
・
短
期
大
学
奨
学
生

応
募
資
格
：
在
学
応
募
：
現
在
、大

学
・
短
大
に
在
学
し
て
い
る
学
生
。

予
約
応
募
：
令
和
４
年
４
月
に
大

学
・
短
大
に
進
学
予
定
の
者
。

募
集
期
限
：
在
学
募
集

令
和
３
年
10
月
31
日

第
１
次
予
約
募
集

令
和
３
年
８
月
31
日

第
２
次
予
約
募
集

令
和
４
年
１
月
31
日

③
大
学
院
奨
学
生

応
募
資
格
：
在
学
応
募
：
現
在
、大

学
院
に
在
学
し
て
い
る
学
生
。

予
約
応
募
：
令
和
４
年
４
月
に
大

学
院
に
進
学
予
定
の
者
。

募
集
期
限
：
在
学
募
集
：

令
和
３
年
10
月
31
日

第
１
次
予
約
募
集

令
和
３
年
８
月
31
日

第
２
次
予
約
募
集

令
和
４
年
１
月
31
日

④
専
修
学
校
奨
学
生

応
募
資
格
：
国
の
省
庁
の
認
可
ま

た
は
都
道
府
県
知
事
の
認
可
を
受

け
た
専
修
学
校
専
門
課
程
な
ら
び

に
専
修
学
校
高
等
課
程
で
、修
業

年
限
１
年
以
上
の
過
程
に
在
籍
し

て
い
る
生
徒
。（
い
わ
ゆ
る
無
認

可
校
や
予
備
校
の
生
徒
は
不
可
）。

在
学
応
募
：
現
在
、専
修
学
校
に
在

学
し
て
い
る
生
徒
。

予
約
応
募
：
令
和
４
年
４
月
に
専

修
学
校
に
進
学
予
定
の
者
。

募
集
期
限
：
在
学
募
集

令
和
３
年
10
月
31
日

第
１
次
予
約
募
集

令
和
３
年
８
月
31
日

第
２
次
予
約
募
集

令
和
４
年
１
月
31
日

⑶
奨
学
金
の
種
類
と
貸
与
額

⑷
奨
学
金
の
併
用
等

①
他
の
奨
学
金
制
度
と
併
せ
て
利

用
し
て
も
よ
い
。
②
同
一
世
帯
、

同
一
学
校
か
ら
何
人
で
も
応
募
で

き
ま
す
。

⑸
申
し
込
み
方
法

令
和
３
年
度

奨
学
生
の
募
集
に
つ
い
て

①奨学金の月額（各四半期の中の月である５月・８月・１１月・２月に３ヶ月分ずつ貸与。無利子）
学校 奨学金月額（貸与・一部給付あり） 募集人数

・高等学校�
・高等専門学校１・２・３年生 ２万円・３万円・４万円から選択 ４００人

・大学・短期大学�
・高等専門学校４・５年生

４万円・５万円・６万円から選択�
（うち２万円は給付） ３００人

・大学院 ５万円・８万円・１０万円から選択�
（うち２万円は給付） ２０人

・専修学校専門課程 ４万円・５万円・６万円から選択�
（うち２万円は給付） １５０人

・専修学校高等課程 ２万円・３万円・４万円から選択

☆各学校の専攻科にも貸与できます。　☆貸付期間は各学校の最短修業年限まで
②入学一時金（１年生入学後希望者に貸与。無利子）

学校 奨学金月額（貸与・一部給付あり） 募集人数
・高等学校　・高等専門学校 ２０万円・４０万円・６０万円から選択 ３００人
・大学・短期大学 ４０万円・６０万円・８０万円から選択 ２００人
・専修学校専門課程 ４０万円・６０万円・８０万円から選択

１００人
・専修学校高等課程 ２０万円・４０万円・６０万円から選択
（注）大学院及び各専攻科奨学生には貸与されない。
③進学準備金の貸与（本会高校奨学生３年生で、大学・専修学校奨学生予約申込者のうち希望者）

学校 進学準備金の額（全額貸与） 募集人数
・高校奨学生でかつ大学予約、専修予約申込者 ４０万円・６０万円・８０万円から選択 １００人
（注）進学準備金の貸与を受けた者は、進学後の入学一時金は貸与されない。
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７
月
は
“
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
”
強
調
月
間
・
再
犯
防
止
啓
発
月
間
で
す

①
応
募
書
類
は
、本
会
奨
学
課
に

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

該
当
す
る
学
校
の「
奨
学
生
募
集

案
内
・
願
書
」を
郵
送
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
当
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
で
も
応
募
書

類
関
係
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
可
能

で
す
。

②
応
募
書
類
中
の「
願
書
」に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、添
付
書
類
を

と
と
の
え
、本
会
ま
で
提
出
願
い

ま
す
。

⑹
返
還
に
つ
い
て

①
奨
学
金
や
入
学
一
時
金
は
貸

与
終
了（
卒
業
）後
に
６
か
月
据

え
置
い
て
か
ら
20
年
以
内
の
分

割
返
納
と
な
っ
て
い
ま
す
。
月
賦
、

半
年
賦
、年
賦
の
方
法
を
選
択
で

き
ま
す
。

②
上
級
の
学
校
に
在
学
中
や
病
気

な
ど
の
場
合
は
、返
還
を
猶
予
す

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

⑺
奨
学
金
以
外
の
制
度
や
事
業

（
概
要
）

①
全
国
の
高
校
奨
学
生
と
保
護
者

が
一
堂
に
会
す
る「
つ
ど
い
」（
旅

費
・
宿
泊
費
等
は
当
会
負
担
）

②
高
校
奨
学
生
の
海
外
語
学
研
修

（
夏
休
み
期
間
中
の
３
週
間
、旅

費
・
宿
泊
費
等
は
当
会
負
担
）

③
自
動
車
運
転
免
許
補
助（
上
限

15
万
円
で
教
習
所
費
用
の
半
額
を

給
付
）

④
学
生
寮「
心
塾
」

◦�

東
京
学
生
寮
：
東
京
都
日
野
市
、

当
会
所
有
の
学
生
寮
、新
宿
駅

ま
で
約
１
時
間
、朝
夕
２
食
付

で
月
額
１
万
円
、男
子
棟
・
女
子

棟
の
別
で
全
室
個
室

◦�

関
西
学
生
寮
：
民
間
学
生
会
館

の
借
り
上
げ
方
式
の
寮
、大
阪
・

兵
庫
・
京
都
に
42
カ
所
、朝
夕
２

食
付
で
月
額
１
５
，０
０
０
円

〜
２
５
，０
０
０
円
、全
室
個
室
、

各
会
館
は
マ
ン
シ
ョ
ン
並
み
、

⑤
家
賃
補
助（
東
京
と
関
西
以
外

の
大
学
や
専
門
学
校
に
在
学
、通

学
の
た
め
の
ア
パ
ー
ト
等
の
家
賃

の
補
助
、月
額
１
５
，０
０
０
円
を

給
付
）

▼
お
問
合
わ
せ
先

公
益
財
団
法
人

交
通
遺
児
育
英
会

〒
１
０
２-

０
０
９
３

東
京
都
千
代
田
区
平
河
町

２-

６-

１　

平
河
町
ビ
ル
３
Ｆ

☎
０
３-

３
５
５
６-

０
７
７
３

　
（
直
通
）

　

０
１
２
０-

５
２
１
２
８
６

　
（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

（
受
付
時
間
：
９
：
00
〜
17
：
30　

土
、日
、祝
祭
日
、本
会
の
休
業
日

を
除
く
）

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

h
ttp
s://w

w
w
.k
o
tsu
iji.

com①
た
ば
こ
の
煙
に
お
困
り
の
方
へ

　

人
吉
保
健
所
で
は
、自
分
が
た

ば
こ
を
吸
っ
て
い
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
他
人
が
吸
っ
て
い
る
た

ば
こ
の
煙
を
吸
い
込
ん
で
し
ま

う
受
動
喫
煙
を
防
止
す
る
た
め

の
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

２
０
２
０
年
４
月
１
日
よ
り
全
面

施
行
と
な
り
ま
し
た
改
正
健
康
増

進
法
※
に
基
づ
い
て
対
応
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

※
多
く
の
人
が
利
用
す
る
施
設
は

原
則
屋
内
禁
煙
、自
宅
な
ど
の
プ
ラ

イ
ベ
ー
ト
な
居
住
空
間
は
改
正
法

の
規
制
の
適
用
除
外
と
な
り
ま
す
。

②�

受
動
喫
煙
の
健
康
影
響
を
知
っ

て
い
ま
す
か
？

　

た
ば
こ
の
煙
に
は
５
，３
０
０

種
類
の
化
学
物
質
が
、そ
の
中
に

は
約
70
種
類
の
発
が
ん
性
物
質
が

含
ま
れ
て
い
ま
す
。
受
動
喫
煙
が

大
人
の
健
康
に
及
ぼ
す
影
響
と
し

て
、肺
が
ん
、虚
血
性
心
疾
患
、脳

卒
中
な
ど
、子
ど
も
の
健
康
に
及

ぼ
す
影
響
と
し
て
乳
幼
児
突
然
死

症
候
群（
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
）、喘
息
な
ど

が
上
げ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
年
間

１
５
，０
０
０
人
が
こ
れ
ら
の
疾

患
で
死
亡
し
て
お
り
、受
動
喫
煙

が
な
け
れ
ば
亡
く
な
ら
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
望
ま
な
い
受
動
喫
煙
を
な
く

す
」た
め
、皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

人
吉
保
健
所　

保
健
予
防
課

☎
２
２-

３
１
０
７

　

公
益
財
団
法
人
熊
本
県
生
活
衛

生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー
は
、生
活
衛

生
関
係
営
業
者
の「
経
営
健
全
化
」

及
び「
衛
生
水
準
の
維
持
向
上
」を

図
り
、併
せ
て
利
用
者
、消
費
者
の

利
益
の
保
護
を
図
る
こ
と
を
事
業

目
的
と
す
る
公
的
機
関
で
す
。

　

こ
の
相
談
室
で
は
、「
経
営
の
見

直
し
」「
税
務
関
係
」「
店
舗
改
装
」

「
新
規
創
業
者
」等
の
資
金
調
達
や
、

経
営
全
般
に
つ
い
て
の「
相
談
指

導
」を
目
的
に
開
催
し
て
お
り
ま

す
。
五
木
村
の「
生
活
衛
生
関
係

営
業
者
」の
健
全
な
発
展
を
図
る

た
め
の
事
業
で
す
。

　

専
門
相
談
員（
中
小
企
業
診
断

士
・
経
営
指
導
員
）が
対
応
し
ま
す
。

一
人
で
考
え
悩
む
よ
り
お
気
軽
に

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

○
日
時
：
令
和
３
年
７
月
12
日
㈪

　
　
　

��

10
時
〜
14
時

○
会
場
：
人
吉
商
工
会
議
所

　
　
　

��

☎
２
２-

３
１
０
１

▼
お
問
合
わ
せ
先

(

公
財)

熊
本
県
生
活
衛
生
営
業

指
導
セ
ン
タ
ー

☎
０
９
６-

３
６
２-

３
０
６
１

　

熊
本
県
が
実
施
す
る
こ
の
講
習

会
は
、失
語
症
者
が
地
域
の一
員
と

し
て
安
心
し
て
暮
ら
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
、失
語
症
の
症
状
や

対
応
方
法
を
理
解
し
、会
話
や
日

常
生
活
で
の
外
出
の
際
に
、意
思
疎

通
の
支
援
を
行
え
る
人
材
を
養
成

す
る
も
の
で
す
。
６
月
か
ら
受
講

者
の
募
集
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

▼
お
問
合
わ
せ
先

熊
本
県　

障
が
い
者
支
援
課

☎
０
９
６-

３
３
３-

２
２
３
５

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
９
６-

３
８
３-

１
７
３
９

人
吉
保
健
所
よ
り

生
活
衛
生
関
係
営
業「
経
営
相
談

会
」を
開
催
し
ま
す

「
失
語
症
者
向
け
意
思
疎
通
支
援

者
養
成
講
習
会
」の
受
講
者
募
集
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INFORMATION

“
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
”
に
つ
い
て
は
７
月
の
回
覧
を
ご
覧
く
だ
さ
い

タ
ー
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
合
わ
せ
先

熊
本
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー

☎
０
９
６-

３
６
５-

７
６
６
０

熊
本
県
医
療
政
策
課
看
護
班

☎
０
９
６-

３
３
３-

２
２
０
６

○
開
催
期
日

第
１
回　

令
和
３
年
７
月
31
日
㈯

第
２
回　

令
和
３
年
８
月
20
日
㈮

○
内
容　

①
農
業
大
学
校
の
概
要
紹
介

②
進
路
・
資
格
・
学
生
生
活
の
紹
介

③�

農
学
部
各
学
科
・
研
修
部
の
内

容
紹
介

④�

コ
ー
ス
別
体
験
学
習（
申
込
み
時

に
希
望
コ
ー
ス
を
３
つ
選
択
）

○
募
集
人
員　

各
80
名
以
内

○
参
加
費
用

一
人
当
た
り
２
５
０
円
又
は

７
０
０
円
を
予
定

　

熊
本
県
で
は
、令
和
３
年
10
月
１

日
以
降
、県
内
で
自
転
車
を
利
用

す
る
全
て
の
方
に
、「
自
転
車
保
険
」

への
加
入
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

　
「
自
転
車
保
険
」は
、保
険
代
理

店
や
、コ
ン
ビ
ニ
等
で
加
入
で
き
ま
す
。

　
「
自
転
車
保
険
」と
い
う
名
称
で

な
く
て
も
、自
動
車
保
険
や
火
災

保
険
、傷
害
保
険
な
ど
の
特
約
で

補
償
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
ご
加
入
の
保
険
会
社
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
合
わ
せ
先

熊
本
県　

く
ら
し
の
安
全
推
進
課

☎
０
９
６-

３
３
３-

２
２
９
３

　

熊
本
県
で
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
拡
大
の
影
響
に
よ
り
、

保
健
所
等
で
の
健
康
観
察
等
の
短

期
支
援
を
行
っ
て
い
た
だ
け
る
保
健

師
の
方
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

ご
協
力
い
た
だ
け
る
方
は
潜
在

保
健
師
等
人
材
バ
ン
ク「
と
ど
け

る
ん
」へ
の
登
録
を
行
い
ま
す
の

で
、ま
ず
は
、熊
本
県
ナ
ー
ス
セ
ン

▼
お
問
合
わ
せ
先

熊
本
県
立
農
業
大
学
校

担
当��

網
田
・
川
邊

☎
０
９
６-

２
４
８-

１
１
８
８

　

災
害
時
に
ペ
ッ
ト
を
守
れ
る
の

は
飼
い
主
だ
け
で
す
。
災
害
が
起

き
て
か
ら
で
は
な
く
、日
頃
か
ら

心
構
え
や
備
え
を
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

　

む
や
み
に
吠
え
な
い
、ケ
ー
ジ

に
入
る
等
の
し
つ
け
を
日
常
的
に

し
て
お
く
と
、避
難
所
へ
避
難
し

た
際
、周
囲
の
生
活
環
境
へ
の
配

慮
に
繋
が
り
ま
す
。

　

ま
た
、迷
子
に
な
っ
た
時
の
た

め
に
首
輪
や
迷
子
札
を
必
ず
装
着

し
、ノ
ミ
・
ダ
ニ
の
駆
除
な
ど
健
康

管
理
を
こ
ま
め
に
行
う
こ
と
も
大

切
で
す
。

▼
お
問
合
わ
せ
先

人
吉
保
健
所

☎
２
２-

３
１
０
８

自
転
車
保
険
へ
の
加
入
が
義
務
化

さ
れ
ま
す
！

保
健
師
資
格
を
お
持
ち
の
方
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
！

（
5
月
末
現
在
）

人
の
動
き

戸
籍
の
窓
口

転入 転出 出生 死亡

男 1 0 0 0
女 1 2 0 2
計 2 2 0 2

（増減 −2）

人　口 1,026人
世帯数 504世帯

4月 20日～ 6月 17 日　届出分

　７月といえば、子どものころの夏休みを思
い出します。朝はラジオ体操から始まり、昆
虫採集をしたり、学校のプールや川で泳いだ
り、友達の家でゲームをしたり、そして何より
夕飯の後のスイカが美味しかったですね。お
盆になると、おばあちゃんにもらったお小遣
いでお菓子を食べたりおもちゃを買ったり、
楽しいことづくめの子どものころの思い出で
す…宿題をせずに、魔の８月３１日を過ごし
たのも今では良き思い出です。（笑）
　五木村のよいこのみなさん！遊ぶのもいい
けど宿題も忘れずに！

（薫寛）

編集後記

令
和
３
年
度「
緑
の
学
園
」

（
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
）の
開
催

ペ
ッ
ト
の
た
め
の
災
害
時
へ
の

備
え

【ご成婚】
5月31日
森田　晃玄さん （頭地）
鍬田　言納さん （菊池郡菊陽町）
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日

発
行

／
五

木
村

役
場

編
　

集
／

総
務

課
　

印
刷

／
ソ

ー
ゴ

ー
グ

ラ
フ

ィ
ッ
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ス

〒
868-0201　 　熊

本
県

球
磨

郡
五

木
村

甲
2672-7　

TEL0966-37-2211　
FAX0966-37-2215

ホームページアドレス　https://w
w

w
.vill.itsuki.lg.jp　

E-m
ail info@

itsuki.kum
am

oto.jp
広
報
い
つ
き
　

N
o

.327

五木村公式
ライン
五木村の防災や
行政、観光、移住
に関するさまざ
まな情報を発信
します。

五木村公式
インスタグラム
五木村の見どこ
ろ、イベント、景
色などを紹介し
ます。

五木村公式
ツイッター
五木村の様々な
イベント情報を
発信します。

五木村公式
フェイスブック
五木村の最新情
報を発信します。

今月の表紙は保・小・
中・高合同大運動会の
１枚です。
悪天候の合間でした
が、競技中は晴れ間が
さしました。
お天道様ががんばる
みんなを後押しして
くれたのでしょう。

今月の表紙

７
月
の

行
事
予
定

  2日㈮  行政相談（JAくま会議室）
  6日㈫～9日㈮  五木中学校修学旅行
  8日㈭  し尿汲み取り
16日㈮  行政相談（宮園憩いの家）
20日㈫  小・中学校終業式
21日㈬   熊本聾学校・五木中学校交流会　　　

し尿汲み取り
30日㈮  区長会

８
月
の

行
事
予
定

  5日㈭  し尿汲み取り
  6日㈮  行政相談（JAくま会議室）
12日㈭  し尿汲み取り
20日㈮  行政相談（西地区集会室）
24日㈫  五木中学校始業式
26日㈭  し尿汲み取り
27日㈮  五木東小学校始業式
31日㈫  区長会

渓流を彩る無数の光

５月中旬から６月上旬にかけて今年もホタルが
五木村の夜を彩りました。


